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平成３０年度「家族の日」「家族の週間」への協力依頼について 
 
 
 子供・子育て支援の推進については、かねてより格段の御協力をいただき、厚く御礼

申し上げます。 
 このたび、内閣府子ども・子育て本部統括官より文部科学省に対して、別紙のとおり

関係機関等への周知依頼がありましたのでお知らせします。 
 内閣府では、「少子化社会対策大綱」（平成２７年３月２０日閣議決定）に基づき、

多様な家庭や家族の形態があることを踏まえつつ、「家族の日」や「家族の週間」にお

いて、様々な啓発活動を展開し、家族や地域の大切さについて理解の促進を図っていま

す。 
 本年度におきましても、子供と子育てを応援する社会の実現に向けて、国、地方公共

団体、関係団体等の幅広い連携・協力の下で、家族や地域の大切さ等について理解の促

進を図るため、平成３０年度「家族の日」「家族の週間」実施要綱を定め、各種の行事

の開催や国民への呼びかけなどの取組を推進していくこととされています。 
 つきましては、都道府県私立学校主管課及び都道府県・指定都市教育委員会担当課に

おかれては、その所轄及び所管の学校（専修学校・各種学校を含む。以下同じ。）並び

に域内の市（区）町村教育委員会に対し、また、国立大学事務局におかれては、その管

下の学校に対し周知いただくようお願いします。 
 なお、具体的な実施にかかる御質問は、別紙依頼文書に記載の連絡先へお問い合わせ

下さい。 
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